
別記様式（第 14 条関係） 

附属機関等会議録 

令和４年３月２日  

会 議 の 名 称 令和３年度  第 1回しまだ市民遺産審査委員会  

開 催 日 時 
                   10 時 00 分から 

  令和４年  ２月  24 日     11 時 30 分まで                 

開 催 場 所  島田市博物館整理工作室  

会 議 の 議 題  

1. 委員長、副委員長選出 

2. 議題 

① しまだ市民遺産認定事業について 

② 第１・２回認定しまだ市民遺産認定案件の紹介 

③ 第３回応募状況について 

④ 審査方法について 

会議の公開又は全部若し

くは一部の非公開の別 
公開 ・ 非公開（ 全部 ・ 一部 ） 

会議の全部又は一

部の非公開の理由  
 

公 開 の 場 合 の  

傍 聴 人 の 数  
０名  

出 席 者 の 氏 名 等  

審査会委員：岡村委員、小野田委員、北川委員、森澤委員、

森下昇委員、白石委員、森下文子委員、一言委

員、黒田委員、植野委員、今村委員、田村委

員、永田委員、榊原委員 

事務局：又平課長、和田課長補佐、篠ヶ谷主任学芸員、坂巻

学芸員 

会 議 の 結 果  

1. 委員長に小野田委員、副委員長に植野委員を選出 

2. 議題 

① しまだ市民遺産認定事業について 

事業概要のとおり説明   

② 第１・２回認定しまだ市民遺産認定案件の紹介 

認定基準毎に紹介 

③ 第３回応募状況について 

令和3年度島田市民遺産募集一覧表のとおり説明 

④ 審査方法について 

後日視察をし、審査表に地域性・自主性の2項目につ

いてそれぞれ４点、あわせて８点満点で採点する。審

査は無記名で実施し、審査員の平均点で６点以上のも

のを認定候補とし、５点台は審査員で協議をする。本

審査までに応募案件の推薦書等資料を確認する。 

3. 現地視察日程 3月4日に決定 



提出された資料等 

・事業概要 

・第１、2回しまだ市民遺産一覧表 

・しまだ市民遺産分布図 

・令和３年度しまだ市民遺産応募一覧表 

・審査方法について 

・しまだ市民遺産認定基準 

・しまだ市民遺産審査票 

・しまだ市民遺産認定事業実施要綱 

・しまだ市民遺産審査委員会委員 

・しまだ市民遺産認定推薦書及び概要、資料、写真等 

（審査のための書類であり、非公開とします。） 

会議を所管する課

の名称 
島田市教育委員会博物館課  

その他必要な事項  

 


